
目

次

選
挙
管
理
委
員
会
公
告

△

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
選
挙
長
が
候
補
者
の
届
出
を
受

け
付
け
る
場
所
等

一

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
予
定
の
広
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
長
が
立
候
補
の
届
出

及
び
選
挙
立
会
人
の
届
出
を
受
け
付
け
る
場
所
、
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
事
務
所
の
設
置
又
は
異
動

の
届
出
、
出
納
責
任
者
の
選
任
又
は
異
動
の
届
出
及
び
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
運
動
に
係
る
事

務
員
、
車
上
等
運
動
員
及
び
手
話
通
訳
者
の
届
出
を
受
理
す
る
場
所
並
び
に
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し

出
納
責
任
者
が
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
場
所
は
、
広
島
県
議
会
議
員

の
各
選
挙
区
に
つ
い
て
次
の
表
の
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
二
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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1

広

島

市

東

区

広

島

市

中

区

選

挙

区

広
島
市
東
区
東
蟹
屋
町
九
番
三
八
号

広
島
市
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
広
島
市
東
区
役
所
五
階
講
堂)

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
一
丁
目
四
番
二
一
号

広
島
市
中
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
中
区
役
所
三
階
第
二
・
第
三
会
議
室)

場

所

庄

原

市

三

次

市

府

中

市

神

石

郡

福

山

市

尾

道

市

三

原

市

世

羅

郡

竹

原

市

豊

田

郡

呉

市

広

島

市

佐

伯

区

広

島

市

安

芸

区

広

島

市

安

佐

北

区

広

島

市

安

佐

南

区

広

島

市

西

区

広

島

市

南

区

庄
原
市
中
本
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号

庄
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
庄
原
市
役
所
三
階
第
三
委
員
会
室)

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
八
番
一
号

三
次
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
三
次
市
役
所
東
館
一
階
会
議
室)

府
中
市
府
川
町
三
一
五
番
地

府
中
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
府
中
市
役
所
二
階
第
一
応
接
室)

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号

福
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
福
山
市
役
所
三
階
中
会
議
室)

尾
道
市
久
保
一
丁
目
一
五
番
一
号

尾
道
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
尾
道
市
役
所
五
階
第
二
委
員
会
室)

三
原
市
港
町
三
丁
目
五
番
一
号

三
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
三
原
市
役
所
議
会
棟
一
階
委
員
会
室)

竹
原
市
中
央
五
丁
目
一
番
三
五
号

竹
原
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
に
限
り
竹
原
市
役
所
三
階
大
会
議
室
南
室)

呉
市
中
通
一
丁
目
二
番
三
一
号

呉
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
呉
市
中
央
四
丁
目
一
番
六
号

呉
市
役
所

一
階
ロ
ビ
ー)

広
島
市
佐
伯
区
海
老
園
二
丁
目
五
番
二
八
号

広
島
市
佐
伯
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
佐
伯
区
役
所
六
階
大
会
議
室)

広
島
市
安
芸
区
船
越
南
三
丁
目
四
番
三
六
号

広
島
市
安
芸
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
芸
区
役
所
五
階
講
堂)

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目
一
三
番
一
三
号

広
島
市
安
佐
北
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
佐
北
区
役
所
四
階
講
堂)

広
島
市
安
佐
南
区
古
市
一
丁
目
三
三
番
一
四
号

広
島
市
安
佐
南
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
安
佐
南
区
役
所
四
階
講
堂)

広
島
市
西
区
福
島
町
二
丁
目
二
番
一
号

広
島
市
西
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
西
区
役
所
四
階
講
堂)

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
五
番
四
四
号

広
島
市
南
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
広
島
市
南
区
役
所
四
階
講
堂)
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2

山

県

郡

安

芸

郡

江

田

島

市

安
芸
高
田
市

廿

日

市

市

東

広

島

市

大

竹

市

広
島
市
安
佐
北
区
可
部
四
丁
目
一
二
番
一
号

広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
内
広
島
県
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
芸
北
支
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
第
二
庁
舎
五
階
第
一
会
議

室) 広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
内
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
広
島
支
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
農
林
庁
舎
三
階
入
札
室)

江
田
島
市
能
美
町
中
町
四
八
五
九
番
地
九

江
田
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
に
限
り
江
田
島
市
役
所
二
階
大
会
議
室)

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九
一
番
地

安
芸
高
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
に
限
り
安
芸
高
田
市
役
所
別
棟
第
二
会
議
室)

廿
日
市
市
下
平
良
一
丁
目
一
一
番
一
号

廿
日
市
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(
た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
廿
日
市
市
役
所
本
庁
舎
七
階
会
議
室)

東
広
島
市
西
条
栄
町
八
番
二
九
号

東
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
中
に
限
り
東
広
島
市
役
所
東
館
二
階
第
二
会
議
室)

大
竹
市
小
方
一
丁
目
一
一
番
一
号

大
竹
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

(

た
だ
し
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時
ま
で
は
大
竹
市
役
所
三
階
会
議
室)

(号外)


